
筑後市介護保険住宅改修費の受領委任払い契約書

筑後市（以下「委託者」という。）と 住宅改修業者

（以下「受託者」という。）との間に、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第２７条に規定する要介護の認定を受けた者及び法第３２条に規定する要支援の認定を受けた者

に係る、法第４０条第１項第６号及び法第５２条第１項第６号に規定する住宅改修費の支給（以

下「住宅改修費の支給」という。）に関する受領委任払い（以下「受領委任払い」という。）につ

いて、筑後市介護保険住宅改修費支給に関する取扱要綱（平成１２年告示第８８号。以下「告示」

という。）第６条の規定により、以下のとおり契約する。

（目的）

第１条 この契約は、委託者が行う介護保険の被保険者（以下「被保険者」という。）について、

住宅改修費の支給申請事務に係る被保険者の便宜を図るとともに、被保険者の自己負担費用の

一時的な軽減と生活の安定に寄与することを目的とする。

（受領委任払いの対象者）

第２条 受領委任払いとする被保険者（以下「対象者」という。）は、告示第６条に規定する住宅

改修費の支給申請及び受領に関する権限を受託者に委任している者とする。

（住宅改修費の支給申請）

第３条 受託者は、第２条に規定する対象者に係る住宅改修費の支給申請について、当該対象者

を代行して行うものとする。

（審査）

第４条 委託者は、前条に規定する支給申請があった場合には、改修の内容について審査を行う

ものとする。

（住宅改修費の支給（不支給）決定）

第５条 委託者は、前条の規定により審査を行い、法第４５条第２項及び法第５７条第２項の規

定により委託者が必要と認めた場合、住宅改修費の支給を行うものとし、受託者及び当該対象

者に対して通知するものとする。

(受領委任払い)
第６条 委託者は、前条の規定により、住宅改修費の支給決定を行った場合、当該対象者に係る

住宅改修費を受領委任払いの方式により、受託者に対して支給するものとする。

（利用者負担）

第７条 受託者は、当該対象者に住宅改修に係る費用の１割、２割または３割相当額を負担させ

るものとする。なお、住宅改修に係る費用が支給限度基準額を超える場合は、当該超える額の

全額と１割、２割または３割相当額を合算した額を負担させるものとする。

（費用の返還）

第８条 委託者は、住宅改修費の支給を行った後、過誤その他の理由により当該支給額が過払い

であったことを認めたときは、受託者に対して費用の全部又は一部の返還を求めることができる。



２ 受託者は、前項の規定により委託者から費用の返還を求められた場合は、速やかに費用を返

還しなければならない。

（契約の辞退）

第９条 受託者は、受領委任払い契約を辞退する場合は、１か月前までに契約辞退届を提出しな

ければならない。

（契約の解除等）

第１０条 委託者は、受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当したときは、契約を解除するこ

とができる。

⑴ 正当な理由がなく、この契約を履行しなかったとき

⑵ この契約、要綱又は関係法令に違反したとき

⑶ 受託者の責めに帰すべき理由により対象者に対して損害を与えたとき

⑷ この契約を遂行することが困難であると委託者が認めたとき

２ 受託者は筑後市指名停止等措置要綱（平成１３年告示第６１号）に基づき、指名停止の措置

を受けた場合は、停止期間が終了するまでの間、受領委任払い支給申請を行うことができない。

（疑義）

第１１条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、委託者と受託者が協議

のうえ定めるものとする。

この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その１通を保有する。

令和 年 月 日

委託者 筑後市

代表者 筑後市長 西 田 正 治

受託者


